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自己紹介（実践/研究）
【国際プロジェクト】

政策インターフェース、国際政策プロセスへの関与

生物多様性条約 専門家、政府代表

IPBES 外部評価パネル委員、政府代表団

地域評価 (調整役代表執筆者 CLA)

政策支援ツールと方法論のカタログ専門家

ISO TC 266 WG4 バイオミメティクス コンビーナ―

【代表を務めたプロジェクト】

• JST・RISTEX 科学技術イノベーション政策のための科学(2020-2023)農林業生産と環境保全を両立する政策
の推進に向けた合意形成手法の開発と実践

•農林水産政策科学研究委託事業(2018-2020)有機農産物及び食品の生産振興の諸条件の解明：EUの分析
と我が国への示唆

•SATREPS (JST, JICA)(2017-2022)コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多
面的サービスの包括的評価と保全戦略 (社会・政策科学班 代表)

•トヨタ財団(2017-2019)究(FS)日中韓における遺伝資源と関連する伝統的知識の活用と保全のための｢東
アジア・共感モデル｣の構築 ―伝統野菜と養蜂を題材として

•総合地球環境学研究所(2017-2018)電子情報化が進む時代の生物・遺伝資源の利用と公正な利益配分：
知財・ストーリーを通した生計向上と農業生物多様性保全

•科研費 基盤/国際共同研究強化(2016-2021)生物多様性に関わる国際認定制度を活用した地方自治体の
戦略の定量的比較分析

•科研費 挑戦的研究（萌芽）(2021-2023)人口・環境問題に対応した食の変容と食文化形成に関する研究
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なぜ生物多様性が必要？



なぜ生物多様性が必要？

文学・茶道・俳句

皆さんはどう思いますか？

紅葉の季節のハイ
キング

ダイビング

なんといっても
山の幸
海の幸

昆虫の
コレクション



地域 にとって

なぜ生物多様性が必要？

材料の
調達

廃棄物の循環
知恵を授かる
豊かな生活感

自然のダム・クーラー
土砂崩れの防止
ヒートアイランド

集中豪雨
の緩和



なぜ主流化しない



生物多様性って
分かりづらい？

ＣＯ２削減のよう
に行動がはっき
りしない

遺伝資源、絶滅危惧種、生態系
まで広すぎる

保全も経済も出てくる

会社・ 暮らし
に関係あります
か？



知られている種
分類群 わかって

いる種
予測数 既知種の

割合％

ほ乳類 4000 4000 100

鳥類 9000 9100 99

魚類 19000 21000 90

植物 220,000 270,000 81

藻類 40,000 60,000 67

昆虫 800,000 6,000,000 13

細菌 3,000 30,000 10

菌類 80,000 1,500,000 5

線虫 15,000 500,000 3 Hawksworth, 1991 & 2001

Dictionary of Fungi, 2001



課題 2010年COP10での議論と示された対処 気候変動との比較

(a) 人的・技術的
な資源の不足

愛知目標
技術移転・能力訓練関連の決議

共通の課題

(b) 意思決定の
細分化 （縦割りの
弊害）

愛知目標（目標2, 17）

国家戦略、貧困緩和策
共通の課題

(c) 意識の欠如
主流化の欠如

愛知目標（特に目標1, 4, 18）

国連生物多様性の10年などの啓
発活動

IPCCのノーベル
賞受賞
スキャンダル等
アル・ゴア

(d) 科学的な情報
へのアクセス

IPBESの設置 (2012～)

ミレニアム生態系評価 (2005) 

SBSTTA改善

IPCCの存在
(1988年～)

(e) 経済評価の欠
如

愛知目標（特に目標19）

TEEB  (2008中間/2010最終報告) 

スターン・ レ
ビュー 2006

年公表



バイオミメティクス



生物多様性とは？



生物多様性とは？

• 「生物の多様性」とは、すべての生物の間の変異
性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性
及び生態系の多様性を含む

《陸上生態系、海洋その他の水界生態系これらが
複合した生態系その他生息又は生育の場のいか
んを問わない。》

（CBD条文 2条 / JBA訳）

• 生物多様性は遺伝子、種、生態系の ３つの
レベルでとらえられる

• 人間にもたらす実際/潜在的な価値が議論になる

2. 2. 生物多様性って何？



生態系サービス：人間が生態系から得る利益

調節

生態系のプロセス
の制御により
得られる利益

気候の制御

病気の制御

洪水の制御

無毒化

供給

生態系が生産
するモノ

•食糧

水

燃料

•繊維

•化学物質

遺伝資源

文化

生態系から
得られる
非物質的利益

精神性

リクリエーション

•美的な利益

発想

教育

•共同体としての利益

象徴性

支持基盤

他の生態系サービスを支えるサービス

土壌形成

栄養塩循環

一次生産

赤字で示した項目
は、生物多様性が
とくに重要なサー
ビス



生態系の劣化は人間生活にどう影響するか

基本的サービス
• 栄養塩の循環
• 土壌形成
• 生物生産
• その他

物質供給サービス
• 食糧
• 水
• 木材や繊維
• 燃料

調節的サービス
• 気候の調節
• 洪水の調節
• 病気・害虫の制御
• 浄水作用

文化的サービス
• 美的文化
• 精神文化
• 教育
• リクリエーション

生態系サービス

人間の選択と行動

個人の価値観や
可能性に
基づいた選択

安全性
• 個人の安全性
• 資源の安全性
• 病気からの安全性

よい生活に必要なもの
• 十分な生計
• 栄養のある食べ物
• 災害からの保護設備
• 十分な財

健康
• 身体の強さ
• 快適さ
• 清浄な水と空気

良好な社会関係
• 社会とのつながり
• 互いの尊敬
• 相互扶助

豊かで快適な生活に必要な要素

矢印の色の濃さは、社会経済的な結びつきの強さ、
矢印の太さは生態系サービスとの結びつきの強さを示す



名古屋市も
ハチについて啓発活動

ドイツの議論も紹介

出典（公財）名古屋国際センター（NIC）



コウノトリ育む農法コウノトリ育む農法

環境創造型農業

コウノトリ育む農法の柱
１）農薬の不使用または削減

２）化学肥料の栽培期間中不使用

３）種もみの温湯消毒

４）深水管理

５）中干し延期

６）早期湛水（できれば冬期湛水）

７）堆肥・地元有機資材の活用

８）ブランドの取得

出典 兵庫県 豊岡市



出典 豊岡市



特定名称酒をめぐる動き
特定名称酒と普通酒の産地割合清酒の製法品質表示基準



会津の伝統野菜

山形おきたま野菜

江戸東京野菜

にいがたの伝統野菜

長岡野菜

加賀野菜

あいちの伝統野菜

飛騨・美濃伝統野菜

みえの伝統野菜

なにわの伝統野菜

大和伝統野菜

京の伝統野菜

ながさきの伝統野菜

ひご野菜

くまもとふるさと伝統野菜

全国の伝統野菜の例

雪国やまがた伝統野菜

おきなわの伝統的農産物

かごしまの伝統野菜

広島お宝野菜

信州の伝統野菜

秋田の伝統野菜

能登野菜

香坂・冨吉（2015）『伝統野菜の今』 p59.





なぜ伝統野菜か？
• 産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性•

•
産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性
資源分配における論点
産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性産品の文化的、遺伝的側面と生態系との関連性
資源分配における論点（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性…（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性…）•

•
資源分配における論点資源分配における論点資源分配における論点資源分配における論点（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性（資源のユニークさ、地産地消、産品の文化的特性
文化的側面からもアプローチも必要

遺伝資源の遺伝資源の
ユニークさは？
遺伝資源の遺伝資源の
ユニークさは？ユニークさは？
遺伝資源の遺伝資源の
ユニークさは？ユニークさは？

文化的側面からもアプローチも必要文化的側面からもアプローチも必要文化的側面からもアプローチも必要文化的側面からもアプローチも必要

受粉との関係？受粉との関係？受粉との関係？
隔離と管理が必要

地域と産品の関係を地域と産品の関係を
どう結び付ける？どう結び付ける？どう結び付ける？
コミュニティの集団コミュニティの集団コミュニティの集団
での貢献

起源、産地は？起源、産地は？
厳密さ
起源、産地は？起源、産地は？
厳密さ厳密さ厳密さ厳密さと
起源、産地は？起源、産地は？

曖昧さの両義厳密さ厳密さ厳密さ厳密さ
性

23



SATOYAMA イニシアティブとは？

• 持続可能な土地利用（＊）の推進・支援を目的とした国際的イニシアティブ
• 人類の幸福な暮らしの維持向上と生物多様性条約の3つの目的への貢献

＊その結果形成される地域を、社会生態学的生産ランドスケープ（Socio-ecological production 
landscape (and seascape): SEPL)と総称しています。

出典：JSSA “Satoyama-Satoumi
Ecosystems and Human Well-
Being”

（参考）社会生態学的生産ランドスケープ（SEPL)のイメージ図



生物多様性条約とは？



COP15

日程がやっと発表！



2020年10月に開催予定であったCOP15 昆明
COVID19 のため延期

→ 2021年 10月11日～24日の日程で開催決定
（3月18日に発表）



生物多様性条約
COP10

2010 年 10月
の様子



出典：COP10支援実行委員会



出典：COP10支援実行委員会



出典：COP10支援実行委員会



著者 撮影



生物多様性 COP12
韓国 平昌（ピョンチャン）

2014年 10月



著者 撮影



著者 撮影



• 地球上の多様な生物をその生息環境とと
もに保全すること

• 生物資源を持続可能であるように利用す
ること

• 遺伝資源の利用から生ずる利益を公正か
つ衡平に配分すること

略して

（ 第 条）

持続可能な開発のための取り決め

生物多様性条約の目的



基礎用語

• CBD 

生物多様性条約

• ＣＯＰ
締約国会議

• Convention on Biological
Diversity

• Conference of the Parties 
(to the CBD)



COP 締約国会議

• 最高決定機関

• 生物多様性条約は 2年に一度開催
2010年は、第10回締約国会議 UNFCCCとは頻度が異なるので数字が低い

• 議長国：開催後から2年

2010年に開催すれば 2010 –2012年に議長国

2021年開催は 2021～23年（次のCOP）まで



政府
国際機関

市民社会

民間セクター

• 作業計画
• ガイドライン
• NBSAP

実施

ＭＯＰ

SBSTTA

.

専門部会

締約国会議 (COP)

事務局 CHM



• 地球上の多様な生物をその生息環境と
ともに保全すること

• 生物資源を持続可能であるように利用
すること

• 遺伝資源の利用から生ずる利益を公平
かつ衡平に配分すること

略して

（ 第 条）

持続可能な開発のための取り決め

生物多様性条約の目的

ＣＢＤとは？



ABSの内容

• ABSとは？

• 「遺伝資源」の取得（Access）とその利用から生じた利益の配分（Benefit-
sharing）の英語の略称。（生物多様性条約の目的の一つ）

• 「遺伝資源」とは？

• 生物（動植物、微生物）が持つ遺伝子の特性に注目した場合の呼称。

• 利益配分(Benefit-Sharing)とは？

• 「利益(benefit)」には、金銭的利益と非金銭的利益の両方を含む。

• なぜ「利益配分」が必要？

• 生物多様性を保全し、持続的な利用を可能にするためのインセンティブ。
（生物多様性条約の目的）



での主要成果

➢➢ 目標（愛知目標）の設定

➢ の国際制度 （名古屋議定書）



持続可能な開発目標（SDGｓ）（2015年採択）
（2016-2030）

2010年目標
（2002-2010）

「生物多様性の損失速度を
2010年までに顕著に減少さ
せる」（2002、COP6）

「2010年目標は達成されず、
生物多様性は引き続き減少

している」（2010、GBO3）

愛知目標
（2011-2020）

（2010 COP10 [日本]）

国内外の達成状況評価
国際的評価：GBO5、IPBES
（2012年設立）のアセス
メント2019発表等／国内

の評価

国際会議
（SBSTTA等）、
日中韓生物多
様性政策対話

等

国別目標検討
中間審査

次期国家戦略

ポスト愛知目標
（2021 COP15 [中国] ）



２０１０年までに生物多様性の

現在の損失速度を顕著に減少させる

• 世界、地域、国家レベルにおいて、貧困の緩和と
地球上のすべての生命のために

• ２００２年開催の生物多様性条約

第６回締約国会議で採択された目標

• 持続可能な開発に関する世界首脳会議

ヨハネスブルグ・サミット でも承認

年 目標

年はどんな年？



愛知目標 年

に先送り

↓

将来世代に先送り

年目標 未ダ達成セズ．．．



資源・技術が足りない！

• 人的・技術的な課題

• 科学的な情報へのアクセス

• 意識の欠如 一般・政策決定者

主流化の欠如

• 意思決定の細分化

（省庁間のコミュニケーションの課題）

• 経済評価の欠如

なぜ失敗？ 年年 目標 ＧＢＯ３

⇒ 愛知目標

⇒ の改善

⇒ 愛知目標

⇒ 愛知目標

⇒ ＴＥＥＢ



SATOYAMA イニシアティブとは？

• 持続可能な土地利用（＊）の推進・支援を目的とした国際的イニシアティブ
• 人類の幸福な暮らしの維持向上と生物多様性条約の3つの目的への貢献

＊その結果形成される地域を、社会生態学的生産ランドスケープ（Socio-ecological production 
landscape (and seascape): SEPL)と総称しています。

出典：JSSA “Satoyama-Satoumi 
Ecosystems and Human Well-
Being”

（参考）社会生態学的生産ランドスケープ（SEPL)のイメージ図



環境省



◆２０２０年までに生態系サービスが弾力性を備え、継続的にそのサービスが提供されることを確保するため、生物多様性の損失
を止める(to halt)緊急かつ効果的な行動をとる

ポスト２０１０年目標（「愛知目標」）の概要

49

目標１ 遅くとも2020年までに、生物多様性の価値と、それを保全し持続可能に利用するために可能な行動を、人々が認識する。

目標２ 遅くとも2020年までに、生物多様性の価値が、国と地方の開発・貧困解消のための戦略及び計画プロセスに統合され、適切な場合には国家勘定、また報告制度に組み込まれている。

目標３ 遅くとも2020年までに、国内の社会経済状況を考慮に入れて、生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止され、段階的に廃止され、又は負の影響を最小化又は回避するため
に改革され、また、条約と関連する国際的な義務に整合する形で生物多様性の保全及び持続可能な利用のための正の奨励措置が策定され、適用される。

目標４ 遅くとも2020年までに、政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能な生産及び消費のための計画を達成するための行動を行い、又はそのための計画を実施しており、ま
た自然資源の利用の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内に抑える。

目標５ 2020年までに、森林を含む自然生息地の損失の速度が少なくとも半減、また可能な場合には零に近づき、また、それらの生息地の劣化と分断が顕著に減少する。

目標６ 2020年までに、すべての魚類、無脊椎動物の資源と水性植物が持続的かつ法律に沿って管理、収穫され、生態系を基盤とするアプローチを適用し、それによって過剰漁獲を避け、絶滅
危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の影響が、生態学的限界の安全な範囲内に抑えられる。

目標７ 2020年までに、農業、養殖業、林業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続的に管理される。

目標８ 2020年までに、過剰栄養などによる汚染が、生態系機能と生物多様性に有害とならない水準まで抑えられる。

目標９ 2020年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される、また、侵略的外来種の導入と定着経路を管理するための
対策が講じられる。

目標１０ 2015年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系について、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧力を最小化し、その健全性と機能
を維持する。

目標１１ 2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17％、また沿岸域・海域の10％、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的
に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される。

目標１２ 2020年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅及び減少が防止され、また特に減少している種に対する保全状況の維持や改善が達成される。

目標１３ 2020年までに、社会経済的、文化的に貴重な種を含む作物、家畜及びその野生近縁種の遺伝子の多様性が維持され、その遺伝資源の流出を最小化し、遺伝子の多様性を保護するた
めの戦略が策定され、実施される。

目標１４ 2020年までに、生態系が水に関連するものを含む基本的なサービスを提供し、人の健康、生活、福利に貢献し、回復及び保全され、その際には女性、先住民、地域社会、貧困層及び弱
者のニーズが考慮される。

目標１５ 2020年までに、劣化した生態系の少なくとも15％以上の回復を含む生態系の保全と回復を通じ、生態系の回復力及び二酸化炭素の貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化され、それ
が気候変動の緩和と適応及び砂漠化対処に貢献する。

目標１６ 2015年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用される。

目標１７ 2020年までに、各締約国が、効果的で、参加型の改訂生物多様性国家戦略及び行動計画を策定し、政策手段として採用し、実施している。

目標１８ 2020年までに、生物多様性とその慣習的な持続可能な利用に関連して、先住民と地域社会の伝統的知識、工夫、慣行が、国内法と関連する国際的義務に従って尊重され、生物多様性
条約とその作業計画及び横断的事項の実施において、先住民と地域社会の完全かつ効果的な参加のもとに、あらゆるレベルで、完全に認識され、主流化される。

目標１９ 2020年までに、生物多様性、その価値や機能、その現状や傾向、その損失の結果に関連する知識、科学的基礎及び技術が改善され、広く共有され、適用される。

目標２０ 少なくとも2020年までに、2011年から2020年までの戦略計画の効果的実施のための、全ての資金源からの、また資金動員戦略における統合、合意されたプロセスに基づく資金資源
動員が、現在のレベルから顕著に増加すべきである。この目標は、締約国により策定、報告される資源のニーズアセスメントによって変更される必要がある。
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GBO5とは

• 生物多様性条約事務局が発行する定期的な評価の
一つ（COP2決定に基づく）

• 第1版2001年、第2版2006年、第3版2010年、第4版
2014年発行

• 科学技術助言補助機関（SBSTTA)に諮問しつつ、
生物多様性の状態や、計画・目標到達状況評価

• ポスト2020枠組みづくりにおいて、IPBESの報告書と
共に現状把握・将来予測の重要な基礎情報



GBO5による愛知目標の達成状況評価
名古屋議定書に関する目標16など
では一部達成



愛知目標の達成状況評価

(日本)
• 日本の達成項目は、9、11、16～20の７つの目標
• 目標１８（伝統的知識の尊重、主流化）は、グローバルには未
達だが日本では達成

• 2018年の国別報告で日本は進捗不十分と評価された目標9
（侵略的外来種の制御・根絶）、目標11（陸域・海域の保護地域
の保全）は、2021年の点検結果では達成したと再評価された

参照：環境省(2021年1月)生物多様性国家戦略2012-2020の実施状況の点検結果



愛知目標に関する取り組みの成功事例
(グローバル)

出典：国際自然保護連合日本委員会事務局作成資料(2020)の一部を改変



教訓と課題

出典：国際自然保護連合日本委員会事務局作成資料(2020)の一部を改変



在ブラジル日本国大使館のオンライン専門家会議(Webinar on 
COVID-19)（共催：PAHO(汎米保健機構)およびブラジル保健省）

（2020年7月31日）

日本側出席者：大曲貴夫国立国際医
療研究センター病院センター長、岡
部信彦川崎市健康安全研究所所長、
香坂玲名古屋大学大学院環境学研究
科教授

URL:
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html



IPBES 7 
2019報告書
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生息域の形成と維持

送粉、種子散布等

大気質の調整

気候調整

海洋酸性化の調整
淡水の量、場所、
タイミングの調整
淡水、沿岸域水質
の調整
土壌、堆積物の形成、
保護、除染

災害、極端事象の調整

有害生物、
生物プロセスの調整

エネルギー

食料、肥料

資材、労働力

医薬品、生化学、
遺伝資源

学習、インスピレーション

身体、心理的体験

アイデンティティ形成

将来の選択肢の維持

Fig 1. (SPM)
1970-現在の
自然がもたらす
ものの変化

14項目で減
少



NCP: Nature’s Contribution to People

第 回総会で加盟国より承認された概念で、地球規模評価報告書
と、今後すべての科学評価で使用されることが決定していると、今後すべての科学評価で使用されることが決定している

世界各地の人々が持つ文化
的背景に起因する生態系
サービスに対する見解の相違
を超え、自然が人々の生活
の質に与える影響の正負の
影響をとらえるために提唱され
た概念

では、
①物質的な寄与
②非物質的な寄与
③環境調節的な寄与
として評価。

の報告区分を定義。

① ② ③



IPBES (2019) Global Assessment Fig 9. (SPM) 



現時点の進捗
（資料など中心に）

＊非開示でお願いします





第7回 生物多様性国家戦略 研究会









さあ、10月の結果は
どうなるでしょうか？！



グローバルな動向
SDGsと愛知目標



生物多様性に
関する地球規模
の評価報告

日本の対応

COP10（日本）愛知目標
日本が議長国で、SATOYAMAイニシアティブを提唱、名古屋議定書採択

リオ＋20会議

COP11（インド）

IPBES 設立 （２０１２）

持続可能な開発目標（SDGｓ）（2016-2030）
（国連総会採択 2015）

COP13（メキシコ）

COP14（エジプト）

G20環境エネ大臣
G7環境大臣

COP15（中国 昆明） 延期 2021? 予定

条約事務局評価
(GBO4)

経団連生物多様性宣言
改定（2018）

IPBES：地域別評価（2018）地
球規模評価（2019）

条約事務局評価 (GBO5)

2010

2011

2012

2014 COP12（韓国）
名古屋議定書発効

2015

2016

2018

2019

2020

2021

生物多様性国家戦略
2012-2020閣議決定

次期目標
検討

第五次環境
基本計画

次期国家戦略の検討

次期国家戦略の策定

日中韓生物多様性
事務レベル政策対話
（2018, 2019, 2020）

2010年目標（2002-2010）
「生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」（2002 COP6）

「2010年目標は達成されず、生物多様性は引き続き減少している」（2010、GBO3）

2002

経団連・自然保護協議会 経団連生物多様性宣言（2009）

10月
確定









SDGs

75

169



バックキャスティングの概念バックキャスティングの概念

望ましい
未来像

現在の延長
線上の未来

現在

2050年の日本は？自然共生？
2030年の世界は？（SDGｓ）

望ましい姿にいくためには？
逆算して思い切った策など



ご清聴ありがとうございました

香坂 玲

電子メール：kikori36@gmail.com

HP: https://kohsaka-lab.jp/

Facebook
https://www.facebook.com/kohsaka.jp

4月7日
発刊！

mailto:kikori36@gmail.com
https://kohsaka-lab.jp/


4月に有機農業の本を上梓

香坂玲・石井圭一
『有機農業で変わる食と暮らし――
ヨーロッパの現場から』

岩波ブックレット
岩波書店
2021年4月の刊行



Yahoo!ニュース（2020年9月20日）



毎日新聞（2020年10月28日）



Source: The Guardian



生物多様性
戦略・条例
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政令市の生物多様性保全（戦略）担当の人
員数と地域戦略累積策定数の推移
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